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序 立地適正化計画の概要、目的等 

序－１ 都市再生特別措置法改正等の背景             

（１）人口動態････地方都市 

地方都市では、今後も厳しい人口減少が見込まれています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）現状と課題････地方都市 

地方都市では、「人口減少と高齢化」「市街地の拡散と低い人口密度の市街地の形成」

「拡散した居住者（市民）の生活を支える生活サービスの提供が将来困難になりかねな

い」などの課題が生じることが予想されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 地方都市においては、今後 30 年間で２割から３割強の厳しい人口減少が見込まれる。 

○ 老年人口の伸び率は鈍化する一方で、15～64 歳人口は３割から４割強減少する

と見込まれる。 

○ 多くの地方都市では 

・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活力が低下 

・住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市街地を形成 

・厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービスの提供が将来困難に

なりかねない状況にある。 

○ こうした状況下で、今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分

的な問題への対症療法では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進

する必要。 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 

このような人口動態 
などを背景に 
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また、市町村の財政状況は社会保障費の増大や公共施設の老朽化等に伴い、さらに厳

しさを増すと見込まれる中、人口密度を高め、行政の効率化を図ることが不可欠になっ

ています。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

（３）政策の方向性････地方都市 

このような状況を踏まえ、国から“政策の方向性”として『多極ネットワーク型コンパ

クトシティ』が示されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多極ネットワーク型コンパクトシティティ 

医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、あるいは 

高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく公共交通により医療・

福祉施設や商業施設にアクセスできるなど、 

日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身近に存在する 

『多極ネットワーク型コンパクトシティ』をめざす。 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 

このような現状と課題
への対応として 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 
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【なぜコンパクトシティか？】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）都市再生特別措置法等の改正 

このような背景を踏まえ、都市再生特別措置法が改正（平成 26 年 8 月１日施行）され、

市町村が『立地適正化計画』を策定できることになりました。 

 

 

 
 

  

 
出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 
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序―２ 阿南市立地適正化計画の策定の目的                

阿南市では、「美しい自然と活力ある産業が調和し、心豊かに暮らせる定住交流都市 

阿南」を基本理念に設定し、その実現に向けた各種都市づくり施策を展開しています。 

国においては、平成 26 年 8 月 1 日に改正都市再生特別措置法が施行され、そのなか

で、今後見込まれる人口減少や少子高齢化を背景としたネットワーク型コンパクトシテ

ィの実現を強力に推進すべく、立地適正化計画制度が創設されました。 

こうした中、『阿南市立地適正化計画』は、阿南市において、長期的視点のもと持続可

能で安定した都市づくりを推進するため、現状の人口構造や見通し、都市機能立地の現

状把握等を行ったうえで、現状の関連する諸計画や立地適正化の視点から検証し、今後

の都市の課題や検討方針を整理し、将来都市構造、居住及び都市機能に係る適正な誘導

方針等の検討を行うことを目的とします。 

 

【計画目標年次】概ね 20 年後の平成 52 年とします。 

【計画対象区域】本市の都市計画区域とします。 

 

序―３ 立地適正化計画の位置づけ～他の計画との関係～            

立地適正化計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであ

ることから、都市計画法に基づく市町村マスタープラン（都市計画マスタープラン）の

一部としてみなされます。（都市再生特別措置法第 82 条） 

立地適正化計画は、都市計画とも密接に関係するため、市町村の建設に関する基本構

想（総合計画）及び都市計画区域マスタープランに即したものでなければならない、と

定められています。（都市再生特別措置法第 81 条第９項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島東部都市計画 

都市計画区域マスタープラン 

（徳島県、平成 30 年３月） 

第５次阿南市総合計画 

～しあわせ阿南２０２０～ 

（阿南市、平成 23 年３月） 

阿南市都市計画マスタープラン 

（阿南市、平成 23 年３月） 

阿南市立地適正化計画 

（阿南市） 

阿南市公共交通 
総合連携計画 

（平成21年３月） 

その他 
関連計画 

『阿南市のネット
ワーク＋コンパク
トシティを活用し
たまちづくり』

（案） 
 

○ 他の計画との関係 
・ 立地適正化計画の作成にあたっては、公共交通施策、商業施策、住宅施策、医療・福祉施

策、農業施策など多様な分野の計画との連携が必要です。また、立地適正化計画は様々な行
政分野にまたがるものであり、福祉・医療、保健、商業、農業、公共交通、防災、土木等の
部署横断的な検討が必要です。 

即す 即す 
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序－４ 立地適正化計画の概要                     

立地適正化計画は、おおむね下記の事項を定めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅲ 居住誘導区域（〃第２項第２号） 

【必須事項】 

≪区域、施策に関する事項≫ 
○居住を誘導し人口密度を維持するエ

リアを設定 
○居住を誘導する市町村の施策 

・区域内における居住環境の向上 
・区域外の居住の緩やかなコントロ

ール  等 

ⅳ 都市機能誘導区域（〃第２項第３号）

【必須事項】 

≪区域、都市機能増進施設、施策に関する事項≫ 

○生活サービスを誘導するエリアと当該
エリアに誘導する施設を設定 

○誘導施設を誘導する市町村の施策 
・都市機能（福祉・医療・商業等）の立地

促進 
・歩いて暮らせるまちづくり 
・区域外の都市機能立地の緩やかなコン

トロール  等 

ⅰ 立地適正化計画の区域（都市再生特別措置法第 81 条第１項）【必須事項】 

・都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本 

ⅱ 立地の適正化に関する基本的な方針（同法第 81 条第２項第１号）【必須事項】 

・現状の把握・分析を行い、課題を整理することが必要。 

・その上で、中長期的に都市の生活を支えることができるようなまちづくり理念や目

標、めざすべき都市像を設定することが必要。 

・あわせて、その実現のための主要課題を整理し、一定の人口密度の維持や生活サー

ビス機能の計画的配置及び公共交通の充実のための施策を実現するうえでの基本

的な方向性を記載することが考えられる。 

ⅴ 誘導施設等の整備に関する事業 
（〃第２項第４号） 

○誘導施設の整備に関する事業 
○これに関連する公共公益施設等の整備

事業等 
※１ 誘導施設＝都市機能誘導区域ごとに、立地

を誘導すべき都市機能増進施設 

※２ 誘導施設の整備に関する事業を記載した立地適

正化計画を国土交通大臣へ提出することで、都市再

生整備計画が提出されたものとみなされる。（法第

83 条第２項） 

 

ⅵ ⅲ・ⅳの施策、ⅴの事業等の推進に関連して必要な事項（〃第２項第５号） 

 

 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」
国土交通省 

ⅶ その他、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事
項（〃第２項第６号） 
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立地適正化計画を策定・公表した後において、「届出・勧告」制度が適用されます。 
（１）居住誘導区域における届出・勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）都市機能誘導区域における届出・勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■届出制の目的 

・市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度。 

■届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 88 条第１項及び第２項） 

・居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合。 

■届出制の目的 

・市町村が都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度。 

■届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 108 条第１項及び第２項、第 108 条の２第１項） 

・都市機能誘導区域内外の区域で、以下の行為を行おうとする場合。 

出典：「改正都市再生特別措置法等について」国土交通省 

【参考】立地適正化計画に基づく届出・勧告、開発許可制度の運用 

 

出典：「立地適正計画作成の手引き」国土交通省 

■届出の対象となる行為 
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序―５ 策定の進め方、スケジュール                
阿南市立地適正化計画は、平成 28 年度～平成 29 年度に「４．まちづくりの理念、め

ざすべき都市像の設定、基本方針作成」「都市機能誘導区域及び誘導施設の案」までを立

案しました。 

平成 30 年度は、阿南市魅力ある都市づくり審議会及び庁内検討会による検討、審議を

重ねながら、都市機能誘導区域に係る事項を再検討しつつ居住誘導区域に係る事項等を

立案し、これらの計画案について「住民意見の反映」「都市計画審議会の意見聴取」等を

行った後に公表します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【計画の検討手順】 

 
１．現状及び将来見通しの調査 

・将来人口推計、都市機能の立地、居住、土地利用の現況や公

共交通の利用状況、財政見通しについての調査 

３．現状の問題点、課題 

の整理 

２．上位・関連計画の整理 

・上位計画や、他の部局の

施策等について整理 

４．まちづくりの理念、めざすべき都市像の設定、基本方針作成 

５．都市機能誘導区域及び誘導施設の案の作成 

６．居住誘導区域の案の作成 

   
７．施策・
事業の検
討 

８．計画案の作成 

９．公聴会・ワークショップ・アンケート等による 

住民意見の反映（法第 81 条第 14 項） 

10．市町村都市計画審議会の意見聴取（法第 81 条第 14 項） 

≪策定・公表≫ 

（法第 81 条第 15 項） 

都道府県 

国交大臣 

※都市計画において 

配慮（法第 85 条） 

※まち交計画の提出みなし 

（法第 83 条第２項） 

平
成
２
８
年
度 

平
成
２
９
年
度
以
降 


